
東京法務局訟務部自動車借入仕様書

平成２８年１月

東 京 法 務 局



仕 様 書

１ 件名

東京法務局訟務部自動車借入

２ 契約形態

賃貸借契約

３ 品名及び数量

乗用自動車，１台

４ 契約期間

平成２８年２月１日（月）から同年３月３１日（木）まで。

５ 使用目的

当局と東京地方裁判所間を職員及び荷物を乗せての往復運行

６ 仕様等

① ボディタイプは，ワゴンタイプであること。

② ルーフ形状は，ハイルーフであること。

③ 乗車定員は，１０人であること。

④ ナンバープレートは，３ナンバーであること。

⑤ 駆動方式は，後輪駆動車（２ＷＤ）であること。

⑥ 総排気量は，２，４００～２，７００ｃｃ以下であること。

⑦ 全長は，５，０００ｍｍ以上５，４００ｍｍ以下，全幅は，１，９００ｍ

ｍ以下，全高は，２，３００ｍｍ以下であること。

⑧ 変速機は，自動変速機であること。

⑨ 車体色は，シルバー系であること。

⑩ 使用燃料は，無鉛レギュラーガソリンであること。

⑪ ステアリングは右ハンドル（電動パワーステアリング付）であること。

※ 仕様参考車種

トヨタ ハイエース（車両型式 ＣＢＡ－ＴＲＨ２２４Ｗ－ＬＤＴＮＫ）

日 産 ＮＶ３５０キャラバン（車両型式 ＣＢＡ－ＫＳ４Ｅ２６）



７ 納車

（１）納車日時 平成２８年２月１日（月）午前８時３０分から午前９時までの間

（２）納車場所 東京都千代田区九段南１丁目１番１５号

九段第２合同庁舎地下１階駐車場

（３）納車費用 賃貸人の負担とする。

（４）燃 料 費 貸主負担において満タンで納車するものとする。

８ 返納

（１）返納日時 平成２８年３月３１日（木）午後５時から午後６時までの間

（２）返納場所 東京都千代田区九段南１丁目１番１５号

九段第２合同庁舎地下１階駐車場

（３）返納費用 賃貸人の負担とする。

（４）燃 料 費 借主負担において満タンで返納するものとする。

９ レンタル料金に含まれるもの

メンテナンス費用。消耗品の交換に要する費用。納車，車の引取り及び代車の提

供に要する費用。その他レンタル自動車借入れに伴う費用。

10 その他

（１）１か月当たりの走行距離は，約１，３００㎞を予定する。

（２）契約期間中の給油については，借主負担とする。

（３）車検・法定点検・メンテナンス・故障修理時には，同等以上クラスの代車を提

供すること。

（４）レンタカーの使用に関して必要となる手続等に関しては，当局担当官と協議す

るものとする。

以 上


